住安第3145号
令和３年３月31日
建築関係団体の長　様
静岡県くらし・環境部
建築住宅局建築安全推進課長　
　　　静岡県建築関係規定に基づく要領等における押印廃止等の改正
について（通知）
日頃、静岡県の建築行政の推進に御協力いただきありがとうございます。

このことについて、下記のとおり要領等を改正しましたので通知します。
なお、静岡県のホームページの申請書ダウンロードサービス又は課・室のホームページに掲載している要領等及び様式については、下記施行日に更新する予定です。不明な点がありましたら下記問い合わせ先に御連絡ください。
記
１　改正内容
別紙のとおり
２　施行日
　　令和３年４月１日
３　問い合わせ先
　　建築安全班：054-221-3079
　　建築確認検査班：054-221-3075
担当：建築確認検査班
静岡県建築関係規定に基づく要領等における押印廃止等の改正一覧

＜建築安全班＞
	法令
	改正する要領名等
	改正内容

	建築基準法
	道路の位置の指定（変更・廃止）の事務処理要領
	・申請様式の押印の廃止

・工事完了報告書の添付図書に工事写真の追加
・工事完了報告諸様式用意場所の削除

	
	避難通路の変更（廃止）に関する事務処理要領
	・申請様式の押印の廃止

	
	建築基準法第42条第１項第４号に基づく指定道路の取扱い基準
	・申請様式の押印の廃止
・指定申請書の添付書類（付近見取り図）の変更

	
	建築基準法第43条第２項第１号の規定に基づく認定の運用基準
	・承諾書申請者欄の押印廃止

	
	建築基準法施行細則
	・様式の申請者押印廃止


＜建築確認検査班＞

	法令
	改正する要領名等
	改正内容

	建築基準法
	台帳記載証明書の交付事務の運用方針
	・申請様式の押印廃止
・元号(平成)の削除

	静岡県建築基準条例
	静岡県建築基準条例第10条の２に係る添付図書について
	・参考様式の押印廃止
・元号の削除、JIS名称の変更

	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の計画の認定事務取扱い要領
	・各様式の申請者押印廃止
・協定建築物の認定制度に係る文言及び様式追加

・その他JIS名称や行政不服審査等に係る文言の修正

	長期優良住宅の普及の促進に関する法律
	長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
	・様式の申請者押印廃止

	
	長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による長期優良住宅建築等計画の認定事務取扱い要領
	・各様式の申請者押印廃止

・その他JIS名称や行政不服審査等に係る文言の修正

	建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
	静岡県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律取扱要領
	・各様式の申請者押印廃止

・法改正による条ずれ対応

・手数料計算書等の様式修正

・BELS評価書等の添付による図書省略についての修正

	都市の低炭素化の促進に関する法律
	静岡県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務取扱い要領
	・各様式の申請者押印廃止

・手数料を減額できる書類にBELS評価書を追加

	静岡県地球温暖化防止条例
	建築物環境配慮指針
	・各様式の申請者押印廃止

	静岡県建築行政連絡会議合意事項
	既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き適用願い
	・適用願い様式の押印廃止

	静岡県建築行政連絡会議合意事項
	昇降機工事監理状況報告書
	・報告様式の押印廃止


別紙








